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札幌大学教職員組合ニュース 

No.7 2019 年 9 月 2 日 札幌大学教職員組合書記局  発行  

組合事務室は１号館２階１２１０です。  Ema i l：su . t radeun ion@gma i l . com  

３６協定の締結に関する労働者の過半数代表者の選出要領の作成に

ついての２つの回答、法人はいったい何がしたいのか？ 

８月２９日と３０日に来た、法人からの２つの回答 

組合ニュースＮｏ．５でお伝えした通り、８月７日の団体交渉において、組合は、法人に対して次

の３６協定の締結に関する労働者の過半数代表者の選出要領の作成について話し合う団体交渉をいつ

行うのか、休み明けに回答するように宿題を出しましたが、法人は回答を出さなかったため、組合は

３６協定の締結に関する労働者の過半数代表者の選出要領の作成を含む３点を議題とした、団体交渉

の開催を申し入れました。ニュースを配信して間もなく、法人より、９月４日１８時からの団体交渉

に対応するという返信が来ました。 

ところが、翌日の３０日に、法人は、組合に対して理事長名で「団体交渉時の貴組合からの質問に

ついて（回答）」と題する札大総第１８７号文書を手渡しました。その中で、３６協定の締結に関する

労働者の過半数代表者の選出要領の作成について、以下のような回答が書いてありました。 

 

（１）「３６協定の締結に関する労働者の過半数代表者の選出要領」の作成について 

 「３６協定の締結に関する労働者の過半数代表者の選出要領」の見直しについて、法人としては、

貴組合が法人との協議を強く要望していることや、要領策定に係るこれまでの経緯等を踏まえると、

貴組合との話し合いに応じたいと考えています。 

しかしながら、要領の見直しは、要領第２０条において、労働者の皆さんに委ねられております。 

  そのため、要領の見直しに関し法人が貴組合と話し合うことについては、労働者の皆さんの了解

が必要であり、労働者の皆さんの合意を得たうえで話し合いを行いたいと考えます。 

 なお、話し合いについては、事務局との事務折衝により行いたいと考えます。 

 

ちなみに、８月２６日に組合が申し入れた団交議題１は以下の通りです。 

 

 １．「３６協定の締結に関する労働者の過半数代表者の選出要領」の作成について 

【説明】 

組合は過半数代表者の選出要領（組合第７案）を作成した。これを「たたき台」として、労使

で合意した選出要領による過半数代表者の選出を行うことを要求する。 

 

なお、３０日付け札大総第１８７号文書を持参した際に９月４日の団体交渉はどうするのか？と確

認したところ、返信通りに応じるとのことでした。この議題１を含む組合からの団交開催に応じたこ

と、前掲の３０日付けの回答内容から、どうやら法人は、①９月４日の団体交渉で組合第７案を話し

合い、その一方で、②別の要領案で組合と事務局との事務折衝を求める、ということのようです。 
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労働条件や労働環境に関わる労働者代表の選出手続きが、なぜ事務折衝なのか？  

法人の回答には、不可解な箇所がいくつかあります。不可解な点の一つは「要領の見直しは、要領

第２０条において、…」とある「要領」がどの要領なのか？ということです。 

３６協定の締結に関する労働者の過半数代表者の選出要領には、昨年の平成３０年７月９日制定９

月２９日改正施行のものがあります。これをベースに要領の見直しの話し合いをするのでしょうか？

それとも、２月１５日制定の選出要領でしょうか？この２月１５日制定の要領の第２条（任務）には、

最後のほうにカッコ書きで「（労基法第３６条に規定する時間外労働・休日労働に関する労使協定の締

結を除く）」とありますから、３６協定の締結に関する労働者の過半数代表者の選出には適用できない

はずです。 

いずれの要領も組合と合意してできたものではなく、法人が理事長名で一方的に施行したものです。

しかも、昨年９月２９日改正施行の要領も、今年の２月１５日制定の要領も、前者は選挙管理委員会

が、後者は事務局が要領の見直しをした際に、「労働者の皆さんの合意」を得ることはありませんでし

た。特に後者は、もう一度改正した要領案についてもパブリックコメントを取らずに、理事長名でこ

の要領に基づき選出すると通知を出して、選出選挙を強行しています。 

こうした経緯から明らかなように、法人側が主導する過半数代表者の選出選挙では、今まで要領の

見直しについて一度も「労働者の皆さんの了解」や「合意」を得ることなく、使用者の一方的な都合

で要領の作成も見直しもしてきました。ところが、自分たちはやらなかったのに、なぜ組合が要領案

を提出して話し合いを求めると、にわかに「労働者の皆さんの了解」や「労働者の皆さんの合意」な

どと言いだすのでしょうか？ 

さらに、労働者の過半数代表者の任務は、３６協定の締結や就業規則への意見書作成、衛生委員会

への委員の推薦など、いずれも労働条件や労働環境に関わります。労働者の団体である労働組合が、

法人に対して、労働条件に関わる過半数代表者選出の要領について労使で合意しようと要求している

のに、なぜ団体交渉ではなく、事務折衝なのでしょうか？ 

 

組合の団体交渉権を侵害しておきながら、どうやって労使関係の改善ができるのでしょうか。団体

交渉には、執行委員以外にも、組合員であれば、誰でも参加することができます。９月４日の団交参

加を希望する方は執行委員にご連絡ください。 

 

 

《訂正》 

 組合ニュースＮｏ．５において、一部誤りがありました。以下のように訂正いたします。 

 （誤）第４条 過半数代表者の任期は、…選出された日から１年とし、再任を妨げない。 

              ↓ 

 （正）第４条 過半数代表者の任期は、…選出された日から１年とする。 

 


